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平成１７年（２００５）４月 �

防
犯
灯
設
置
に
補
助
し
ま
す

　

町
内
会
が
設
置
し
維
持
管
理
す
る
防

犯
灯
に
対
し
、
１
基
に
つ
き
１
万
５
千

円
を
限
度
と
し
て
、
設
置
に
要
す
る
工

事
費
の
２
分
の
１
の
額
を
助
成
し
ま
す
。

�
市
民
課
地
域
振
興
係
�
�
０
２
５
４

地
域
集
会
所
の
整
備
に 

補
助
し
ま
す

　

町
内
会
単
位
を
基
本
と
す
る
地
域
集

会
所
を
整
備
す
る
集
落
に
対
し
、
工
事

費
の
２
分
の
１
の
額
を
助
成
。
新
築
・

改
築
・
増
築
は
、
対
象
面
積
に
よ
っ
て

補
助
額
に
上
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

模
様
替
・
修
繕
は
１
０
０
万
円
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
工
事
に
つ
い
て
は　

万
円
が

５０

補
助
上
限
額
で
す
。

�
市
民
課
地
域
振
興
係
�
�
０
２
５
４

就
業
奨
励
金
を
支
給
し
ま
す

▽
新
し
く
農
業
を
始
め
る
人
…
新
た
に

農
業
に
従
事
し
て
６
か
月
を
経
過
し
、

将
来
に
わ
た
り
専
業
と
し
て
農
業
を
続

け
て
い
く
人
で
、
年
齢
が
申
請
年
度
に

　

歳
以
下
の
人

５５〈
支
給
額
〉

○
新
規
参
入
型
…
１
０
０
万
円

○
後
継
･
経
営
分
離
独
立
型
…　

万
円

１０

�
農
林
課
農
政
係
�
�
０
２
２
３

▽
新
し
く
商
工
業
等
を
始
め
る
人
…
本

市
に
継
続
し
て
定
住
す
る
人
、
新
規
に

定
住
す
る
人
で
、
新
た
に
商
工
業
等
に

従
事
し
、
将
来
に
わ
た
り
経
営
を
続
け

て
い
く
人
で
、
年
齢
が
申
請
年
度
に　
５５

歳
以
下
で
あ
る
人

〈
支
給
額
〉
５
万
円
（
商
工
業
）

　
　
　
　
 

５
万
円
（
林
業
・
水
産
業
）

�
商
工
観
光
課
�
�
０
２
２
９
、
農
林

課
林
政
係
�
�
０
２
２
５
・
農
政
係
�

�
０
２
２
３

▽
新
卒
で
就
職
す
る
人
…
新
規
卒
業
、

ま
た
は
修
了
を
し
た
年
次
に
、
本
市
に

定
住
し
て
、
市
内
に
就
職
後
３
か
月
を

経
過
し
た
人

〈
支
給
額
〉
２
万
円

※
申
請
は
事
実
が
発
生
し
た
日
か
ら
１

年
以
内
で
す
。

�
商
工
観
光
課
�
�
０
２
２
９

結
婚
祝
金
、出
産
祝
金
を 

支
給
し
ま
す

▽
結
婚
祝
金
…
結
婚
し
て
、
夫
婦
と
も

本
市
に
住
民
登
録
を
し
、
定
住
す
る
人

〈
支
給
額
〉
５
万
円
／
（
１
組
）

▽
出
産
祝
金
…
本
市
に
住
所
を
有
す
る

人
が
出
産
し
、
母
（
父
）
子
が
本
市
に

定
住
す
る
人

〈
支
給
額
〉
２
万
円
／
（
１
子
）

�
市
民
課
地
域
振
興
係
�
�
０
２
５
４

高
梁
市
内
で
結
婚
式
ま
た
は
披

露
宴
を
行
う
人
に
奨
励
金
（
ロ

ー
カ
ル
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
奨
励
金
）

を
支
給
し
ま
す

・
結
婚
式
ま
た
は
披
露
宴
の
出
席
者
が

　

人
以
上

４０・
新
郎
ま
た
は
新
婦
が
高
梁
市
内
に
住

所
を
有
し
て
い
る
こ
と

・
結
婚
後
高
梁
市
内
に
住
所
を
有
す
る

こ
と

〈
奨
励
金
の
額
〉

　

対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内
で　

万
２０

円
を
限
度
に
支
給
（
業
者
へ
の
支
払
い

金
額
が　

万
円
を
超
え
る
も
の
）。

２０

　

申
請
は
、
結
婚
式
・
披
露
宴
の
２
週

間
前
ま
で
で
す
。

�
商
工
観
光
課
�
�
０
２
２
９

猪
等
の
防
護
柵
設
置
に 

補
助
金
を
支
給
し
ま
す

　

１
団
地
で
延
長
１
０
０
ｍ
以
上
ま
た

は
２
戸
以
上
共
同
で
１
団
地
延
長
２
０

０
ｍ
以
上
の
防
護
柵
を
設
置
し
た
場
合

に
支
給
し
ま
す
。

�
農
林
課
林
政
係
�
�
０
２
２
５

保
育
所
の
保
育
料
を
統
一

　
　

年
度
か
ら
認
可
保
育
所
（
高
梁
･

１７
高
梁
中
央
･
落
合
･
有
漢
･
鶴
鳴
･
成

補
助
金
、保
育
料
、税
の
納
期
な
ど

市
内
全
域
で
実
施
し
て
い
ま
す

市
内
全
域
で
実
施
し
て
い
ま
す

市
内
全
域
で
実
施
し
て
い
ま
す

市
内
全
域
で
実
施
し
て
い
ま
す

市
内
全
域
で
実
施
し
て
い
ま
す

４
月
か
ら　

合
併
前
の
各
市
町
で
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ
る
取
り
組
み
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
も
の
を
調
整
し
、
４
月
か
ら
市
内

統
一
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
か
ら
特

に
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
か
か
わ
り
が
深
い
も
の
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。
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前
納
報
奨
金
を
交
付
し
ま
す

　

固
定
資
産
税
と
市
県
民
税
が
対
象
と

な
る
前
納
報
奨
金
は
、
第
１
期
の
納
期

内
に
１
年
分
を
す
べ
て
納
付
し
た
場
合

に
限
り
交
付
し
ま
す
。
交
付
率
は
、
納

期
前
に
納
付
し
た
税
額
の
０
・
５
／
１

０
０
と
な
り
ま
す
。

　
　

年
度
の
固
定
資
産
税
第
１
期
の
納

１７
期
は
５
月
２
日
（
月
）、
市
県
民
税
第
１

期
の
納
期
は
６
月　

日
（
木
）
と
な
っ

３０

て
い
ま
す
。
納
付
書
に
あ
る
前
納
納
付

書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

�
税
務
課
収
税
係
�
�
０
２
１
５

納
税
貯
蓄
組
合 

補
助
金
に
つ
い
て

　

合
併
前
の
各
市
町
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度

で
交
付
し
て
い
た
納
税
貯
蓄
組
合
補
助

金
を
、　

年
度
か
ら
統
一
し
ま
す
。
詳

１７

し
く
は
、
税
務
課
収
税
係
へ
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

�
税
務
課
収
税
係
�
�
０
２
１
５

納
税
貯
蓄
組
合
の 

口
座
振
替
に
つ
い
て

　

納
税
貯
蓄
組
合
員
の
口
座
振
替
が
、

　

年
度
か
ら
可
能
に
な
り
ま
す
。

１７
　

手
続
き
は
、
税
務
課
、
各
地
域
局
住

民
福
祉
課
、
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
、

各
金
融
機
関
の
い
ず
れ
か
で
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
提
出
す
る
だ
け
で
す
。

�
税
務
課
収
税
係
�
�
０
２
１
５

老
人
ク
ラ
ブ
の
健
康
づ
く
り
を 

支
援
し
ま
す

　

健
康
の
保
持
維
持
を
目
的
に
健
康
増

進
施
設
「
朝
霧
温
泉
ゆ
・
ら
・
ら
」
を

老
人
ク
ラ
ブ
会
員
が
利
用
す
る
場
合
の

入
館
料
を
助
成
。
単
位
老
人
ク
ラ
ブ
に

対
し
、
年
間
２
回
分
の
利
用
券
を
会
員

数
に
応
じ
て
交
付
し
ま
す
。

�
高
齢
福
祉
課
高
齢
者
係
�
�
０
２
６

５税
等
の
納
期
限
を
統
一

　

市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動

車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
の
納
期
を
下
の
表
の
と
お
り
に
統
一

し
ま
す
。

�
税
務
課
収
税
係
�
�
０
２
１
５

国
民
健
康
保
険
税
の 

賦
課
方
式
が
３
方
式
に
統
一 

　

国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
方
式
を
、

「
所
得
割
」、「
均
等
割
」、「
平
等
割
」
の

３
方
式
に
統
一
し
ま
す
。

　

な
お
、
税
率
に
つ
い
て
は
９
月
の
本

算
定
時
に
決
ま
る
ま
で
は
、
そ
れ
ま
で

の
１
期
・
２
期
は
暫
定
賦
課
と
な
り
ま

す
。

�
税
務
課
市
民
税
係
�
�
０
２
１
４ 

美
･
川
上
）の
保
育
料
を
統
一
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
激
変
措
置
と
し
て
合
併
前

の
基
準
で
算
定
し
た
保
育
料
と
の
比
較

を
行
い
、　

年
度
の
保
育
料
と
の
差
額

１７

が
５
千
円
を
超
え
る
場
合
は
、
５
千
円

を
限
度
と
し
ま
す
。

�
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
係
�
�
０
２

６
４

人
工
透
析
を
受
け
て
い
る
人
を 

支
援
し
ま
す

　

人
工
透
析
通
院
治
療
者　

（
週
３
回

以
上
）
に
交
通
費
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

〈
支
給
額
〉
定
期
旅
客
運
行
バ
ス
、
鉄
道

運
賃
、福
祉
輸
送
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
半

額（
１
人
当
た
り
月
額
１
万
円
が
上
限

で
す
）

�
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
係
�
�
０
２

６
４

高
齢
者
ふ
れ
あ
い
カ
ー
ド
を 

配
布
し
ま
す

　
　

歳
以
上
の
人
に
住
所
、
氏
名
お
よ

６５
び
生
年
月
日
を
記
載
し
、
市
民
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
カ
ー
ド
を
無
償
で
交

付
し
ま
す
。
市
内
外
の
施
設
の
入
館
料

の
減
免
を
受
け
る
時
の
証
明
と
な
り
ま

す
。

�
高
齢
福
祉
課
高
齢
者
係
�
�
０
２
６

５

期　別税　　目納期限

�期固定資産税�月�日

全期軽自動車税

�月��日 �期国民健康保険税

�期介護保険料

�期市県民税�月��日

�期固定資産税

�月�日 �期国民健康保険税

�期介護保険料

�期市県民税�月��日

�期国民健康保険税
�月��日

�期介護保険料

�期市県民税��月��日

�期国民健康保険税
��月��日

�期介護保険料

�期固定資産税��月��日

�期市県民税

�月��日 �期国民健康保険税

�期介護保険料

�期固定資産税�月��日

�期国民健康保険税
�月��日

�期介護保険料

平成１７年度市税等納付期限一覧


